
船舶事故等調査報告書 

平成２２年６月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第４２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年３月２８日 １４時５０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保港口 高後
こうご

埼灯台から真方位１５５°４６０ｍ付近 

（概位 北緯３３°０５.９０′ 東経１２９°４０.１１′） 

事故等調査の経過  平成２１年３月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 盛
せい

漁
りょう

丸、４.２４トン 

   ＮＳ３－５０３７１５、個人所有 

Ｂ 警備艇 ＦＡＳ－２１、不詳 

   不詳、在日アメリカ合衆国海軍佐世保基地（所属） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、不詳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 操舵室右舷側窓ガラス破損 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、佐世保港に向けて航行中、Ｂ船の停船の要請に応じ、Ｂ船がＡ

船に接舷しようとした際、船体動揺により、Ａ船の左舷船首錨ストックと

Ｂ船の操舵室右舷側窓ガラスが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 １ｍ以下 

 その他の事項  Ｂ船は、アメリカ合衆国原子力潜水艦が出港する際の警備艇であった。 

 Ｂ船の調査ができなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

あり 

 Ａ船は、停止していた可能性があると考えられ

る。 

 Ｂ船は、波浪に対する配慮が適切でなかった可能

性があると考えられるが、調査ができなかったた

め、その状況を明らかにすることができなかった。

原因  本事故は、佐世保港口付近において、Ｂ船が停止したＡ船に接舷する際、

両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられるが、原因を

明らかにすることができなかった。 

 




